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H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度

公立病院経営強化の推進について

プラン策定

新公立病院改革ガイドライン（H27年３月）

プラン策定
プラン対象期間 プラン対象期間

地方財政措置延長地方財政措置
暫定

延長

（２）医師派遣等に係る特別交付税措置の拡充

・看護師等の医療従事者の派遣、診療所への派遣を追加
・派遣元病院に対する措置を拡充（繰出額に対する措置の割合 0.6→0.8）

①病院の整備費全体を対象経費とする要件の見直し

複数の病院を統合する場合のほか、基幹病院が不採算地区病院への支援を強化し、その機能を維持する場合も対象に追加

②システム関係の対象経費の拡充

経営統合に伴うシステム統合をする場合のほか、医療情報の連携のための電子カルテシステムの
統一等をする場合も対象経費に追加

（１）機能分化・連携強化の推進に係る病院事業債（特別分）の拡充・延長

地方団体が「公立病院経営強化プラン」に基づき公立病院の経営強化に取り組めるよう、地方財政措置を拡充・延長

（参考）公立病院改革の経緯

１. 公立病院経営強化ガイドラインについて

２. 公立病院経営強化に係る地方財政措置における対応

○ 公立病院が医師不足等による厳しい経営状況に直面する中、地域に必要な医療提供体制を確保するため、機能分化・連携強化、
医師・看護師確保等による公立病院の経営強化を推進。

機能分化・連携強化のイメージ（例）

連携を強化

基幹病院

基幹病院以外の
不採算地区

病院等

急性期機能を
集約

医師派遣・
遠隔診療等

「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化
ガイドライン」の策定・地方団体への通知・公表 （別添参照）

総務省 ＜令和４年３月＞

「公立病院経営強化プラン」の策定

地方団体 ＜令和４年度又は５年度中＞

※「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化に関する検討会」
（座長：堀場勇夫地方財政審議会会長（当時））の取りまとめを踏まえて策定。

（プランの期間：策定年度又はその次年度～令和９年度を標準）

旧公立病院改革ガイドライン（H19年12月）

医師・看護師等を
確保

回復期機能・初期
救急等を担う
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○ 策定時期 令和４年度又は令和５年度中に策定
○ プランの期間 策定年度又はその次年度～令和９年度を標準
○ プランの内容 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、地域

の実情を踏まえつつ、必要な経営強化の取組を記載

○ 公立病院は、これまで再編・ネットワーク化、経営形態の見直しなどに取り組んできたが、医師・看護師等の不足、人口減少・少子高齢化
に伴う医療需要の変化等により、依然として、持続可能な経営を確保しきれない病院も多いのが実態。
○ また、コロナ対応に公立病院が中核的な役割を果たし、感染症拡大時の対応における公立病院の果たす役割の重要性が改めて認識されると
ともに、病院間の役割分担の明確化・最適化や医師・看護師等の確保などの取組を平時から進めておく必要性が浮き彫りとなった。
○ 今後、医師の時間外労働規制への対応も迫られるなど、さらに厳しい状況が見込まれる。
○ 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的に活用するという視点を最も
重視し、新興感染症の感染拡大時等の対応という視点も持って、公立病院の経営を強化していくことが重要。

第１ 公立病院経営強化の必要性

第２ 地方公共団体における公立病院経営強化プランの策定

(1) 役割・機能の最適化と連携の強化
・ 地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能
・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能
・ 機能分化・連携強化

(2) 医師・看護師等の確保と働き方改革
・ 医師・看護師等の確保（特に、不採算地区病院等への医師派遣を強化）
・ 医師の働き方改革への対応

(3) 経営形態の見直し

(4) 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

(5) 施設・設備の最適化
・ 施設・設備の適正管理と整備費の抑制
・ デジタル化への対応

(6) 経営の効率化等
・ 経営指標に係る数値目標

公立病院経営強化プランの内容

「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン｣の概要

○ 都道府県が、市町村のプラン策定や公立病院の施設の新設・建替等
にあたり、地域医療構想との整合性等について積極的に助言。

○ 医療資源が比較的充実した都道府県立病院等が、中小規模の公立病
院等との連携・支援を強化していくことが重要。

第３ 都道府県の役割・責任の強化

○ 病院事業担当部局だけでなく、企画・財政担当部局や医療政策担当
部局など関係部局が連携して策定。関係者と丁寧に意見交換するとと
もに、策定段階から議会、住民に適切に説明。

○ 概ね年１回以上点検・評価を行い、その結果を公表するとともに、
必要に応じ、プランを改定。

第４ 経営強化プランの策定・点検・評価・公表

○ 機能分化・連携強化に伴う施設整備等に係る病院事業債（特別分）
や医師派遣に係る特別交付税措置を拡充。

第５ 財政措置

各公立病院の役割・機能を明確化・最適化し、連携を強化。
特に、地域において中核的医療を行う基幹病院に急性期機能を集約し
て医師・看護師等を確保し、基幹病院以外の病院等は回復期機能・初
期救急等を担うなど、双方の間の役割分担を明確化するとともに、連
携を強化することが重要。

（令和４年３月29日付け総務省自治財政局長通知）
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○ 医師・看護師等の不足に加え、医師の時間外労働規制への
対応も迫られることも踏まえ、新たに記載事項に追加。

(1) 役割・機能の最適化と連携の強化
・ 地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能
・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能
・ 機能分化・連携強化

(2) 医師・看護師等の確保と働き方改革
・ 医師・看護師等の確保（特に、不採算地区病院等への医師派遣を強化）
・ 医師の働き方改革への対応

(3) 経営形態の見直し

(4) 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

(5) 施設・設備の最適化
・ 施設・設備の適正管理と整備費の抑制
・ デジタル化への対応

(6) 経営の効率化等
・ 経営指標に係る数値目標

公立病院経営強化プランの内容

各公立病院の役割・機能を明確化・最適化し、連携を強化。
特に、地域において中核的医療を行う基幹病院に急性期機能を集約し
て医師・看護師等を確保し、基幹病院以外の病院等は回復期機能・初
期救急等を担うなど、双方の間の役割分担を明確化するとともに、連
携を強化することが重要。

各地方公共団体に策定を求める「公立病院経営強化プラン」の主なポイント

○ 前ガイドラインの「再編・ネットワーク化」に代わる記載
事項。 「再編・ネットワーク化」と比べ、病院や経営主体の
統合よりも、病院間の役割分担と連携強化に主眼。

ポイント

ポイント

○ 第８次医療計画の記載事項として「新興感染症等の感染拡
大時の医療」が加わることも踏まえ、新たに記載事項に追加。

ポイント

○ 前ガイドラインでは「改革」プランという名称だが、持続
可能な地域医療提供体制の確保のための「経営強化」に主眼
を置き、「経営強化」プランとした。

ポイント

【具体的な記載事項】
・基幹病院から中小病院等への積極的な医師・看護師等の派遣
・若手医師の確保に向けたスキルアップを図るための環境整備
（研修プログラムの充実、指導医の確保等）

・医師の時間外労働の縮減の取組（ﾀｽｸｼﾌﾄ／ｼｪｱ、ICT活用等）

【平時からの取組の具体例】
・感染拡大時に活用しやすい病床等の整備
・各医療機関の間での連携・役割分担の明確化
・専門人材の確保・育成 等

機能分化・連携強化のイメージ（例）
医師・看護師等
を確保

連携を強化

基幹病院 基幹病院以外の
病院等

急性期機能を
集約

医師派遣・
遠隔診療等

回復期機能・初
期救急等を担う
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公立病院は、地域における基幹的な公的医療機関として、地域医療の確保のため重要な役割を果たしており、新型コロナウイルス感染

症への対応においては、その重要性が改めて認識されたところである。

一方、公立病院は、「新公立病院改革ガイドライン」（平成27年３月31日付け自治財政局長通知）を踏まえ、令和２年度までを標準対象期

間とする新公立病院改革プランを策定し、地域医療構想を踏まえた役割の明確化や再編・ネットワーク化などの様々な経営改革に取り組

んできたが、依然として、医師不足等による厳しい経営状況が続いている。今般の感染症対応では、感染症拡大時に備えた平時からの取

組の重要性が浮き彫りにされた。

また、地方財政審議会からは、「各地方自治体における公立病院改革に関するこれまでの取組を検証するとともに、厚生労働省におけ

る感染症への対応を踏まえた地域医療構想の考え方等も勘案しながら、感染症への対応の視点も含めた持続可能な地域医療提供体制

の確保に向けた取組を進めるための方策を検討すべき」（令和３年５月21日「感染症を乗り越えて活力ある地域社会を実現するための地

方税財政改革についての意見」）との意見が示されている。

このような状況を踏まえ、感染症対応の視点も含めた持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院に対する新たなガイド

ラインや地方財政措置について検討するため、検討会を開催する。

• 堀場 勇夫 青山学院大学名誉教授（座長）

• 伊関 友伸 城西大学経営学部教授

• 小池 創一 自治医科大学教授

• 辻 琢也 一橋大学国際・公共政策研究部教授

• 沼尾 波子 東洋大学国際学部教授

１．開催趣旨

２．構成員

• 星野 菜穂子 地方財政審議会委員

• 望月 泉 岩手県八幡平市病院事業管理者

• 八木 聰 兵庫県病院局病院事業副管理者

• 和田 頼知 公認会計士

（オブザーバー 鷲見 学 厚生労働省医政局地域医療計画課長）

３．開催実績

・第１回：令和３年10月６日 ・第２回：令和３年10月27日 ・第３回：令和３年11月17日 ・第４回：令和３年12月６日
※ 令和３年12月10日 中間とりまとめ

・第５回：令和３年12月15日 ・第６回：令和４年１月24日 ・第７回：令和４年２月21日 ・第８回（最終）：令和４年３月16日
※ 令和４年３月28日 最終とりまとめ

「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化に関する検討会」について
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第１ 公立病院経営強化の必要性
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第１ 公立病院経営強化の必要性

○ 公立病院は、これまで再編・ネットワーク化、経営形態の見直しなどに取り組んできたが、医師・看護師等の不足、人口減少・少子
高齢化に伴う医療需要の変化等により、依然として、持続可能な経営を確保しきれない病院も多いのが実態。
○ 中でも不採算地区病院をはじめとする中小規模の病院においては、医師・看護師等の確保が進んでおらず、特に厳しい状況に置かれ
ているため、経営強化の取組により、持続可能な地域医療提供体制を確保していく必要がある。

１ 公立病院の経営状況

○ 公立病院は、新型コロナウイルス感染症への対応において、積極的な病床確保と入院患者の受入れをはじめ、発熱外来の設置やＰＣ
Ｒ検査、ワクチン接種等で中核的な役割を果たしており、感染症拡大時に公立病院の果たす役割の重要性が改めて認識された。
○ 一方、感染拡大が進む中で、医療提供体制に特に多大な負荷がかかった地域においては、各病院の機能分化・連携強化等を通じた役
割分担の明確化・最適化や医師・看護師等の確保の取組を平時からより一層進めておく必要性が浮き彫りとなった。

２ 新型コロナウイルス感染症対応における公立病院の役割と課題

○ 地域医療構想については、各都道府県における第８次医療計画（令和６年度～令和11年度）の策定作業と併せて、令和４年度及び
令和５年度において、「地域医療構想に係る各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを求める」こととされたところであり、公立
病院にもその対応が求められている。
○ 医師の働き方改革については、医師の時間外労働規制が令和６年度から開始される。医師の労働環境の改善は重要な課題であるが、
現在でも医師不足に直面している公立病院にとって、さらに厳しい状況となることが見込まれ、対策は喫緊の課題である。
○ 医師偏在対策については、都道府県による医師確保計画の策定や医学部における地域枠等の設定・拡充など、令和18年を目標年と
して取組が進められている。引き続き、国において構造的な対策を講じていくとともに、各都道府県においても取組が求められる。
○ 新興感染症等への対応については、第８次医療計画から「新興感染症等の感染拡大時における医療」が記載事項に追加されることも
踏まえ、公立病院においても、感染拡大時に備えた平時からの取組を進める必要がある。

３ 国の医療政策の動向と公立病院の課題

○ 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的に活用するという視点
を最も重視し、新興感染症の感染拡大時等の対応という視点も持って、公立病院の経営を強化していくことが重要。
○ そのためには、地域の中で各公立病院が担うべき役割・機能を改めて見直し、明確化・最適化した上で、病院間の連携を強化する
「機能分化・連携強化」を進め、中核的医療を行う基幹病院に急性期機能を集約し医師・看護師等を確保するとともに、基幹病院から
不採算地区病院をはじめとする基幹病院以外の病院への医師・看護師等の派遣等の連携を強化していくことが重要である。

４ 公立病院経営強化の基本的な考え方
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１ 公立病院の経営状況 ①

○ 公立病院は、これまで再編・ネットワーク化、経営形態の見直しなどに取り組んできたが、医師・看護師等の不足、人口減少・少子
高齢化に伴う医療需要の変化等により、依然として、持続可能な経営を確保しきれない病院も多いのが実態。

＜参考１＞これまでの公立病院改革における再編・ネットワーク化の実績

＜参考２＞公立病院数及び病床数の比較

＜参考３＞令和２年度末時点の経営形態の見直し状況

＜参考４＞経常損失を生じた公立病院数の割合
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単位：％

病床規模が小さくなるにつれ、修正医業収支比率が悪化している。

○ 中でも不採算地区病院をはじめとする中小規模の病院においては、医師・看護師等の確保が進んでおらず、特に厳しい状況に置かれ
ているため、経営強化の取組により、持続可能な地域医療提供体制を確保していく必要がある。
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※出典：地方公営企業決算状況調査
地方独立行政法人（病院事業）に関する決算状況調査

※指定管理者制度導入病院を除く

【参考】公立病院の病床規模別常勤医師数（100床当たり）の推移

200床未満の中小病院（そのほとんどは不採算地区病院）において、
医師確保が進んでいない
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２ 新型コロナウイルス感染症対応における公立病院の役割と課題

○ 公立病院は、新型コロナウイルス感染症への対応において、積極的な病床確保と入院患者の受入れをはじめ、発熱外来の設置やＰＣ
Ｒ検査、ワクチン接種等で中核的な役割を果たしており、感染症拡大時に公立病院の果たす役割の重要性が改めて認識された。
○ 一方、感染拡大が進む中で、医療提供体制に特に多大な負荷がかかった地域においては、各病院の機能分化・連携強化等を通じた役
割分担の明確化・最適化や医師・看護師等の確保の取組を平時からより一層進めておく必要性が浮き彫りとなった。

＜参考＞公立病院における新型コロナウイルス感染症への対応状況

（注）①は「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、病床数等に関する調査」（厚生労働省・令和４年１月14日時点）に基づき作成。
②は厚生労働省資料「医療機関の新型コロナウイルス感染症患者の受入状況等について（補足資料）」（令和３年１月６日時点）に基づき作成。

（参考）全国の病床数に占める

公立病院の病床数 約１４％
① 各都道府県の保健・医療提供体制確保計画に位置づけられた即応病床数 （令和４年１月14日時点）

（１）総数 ・・・ ３７，５８８

（２）（１）のうち公立病院 ・・・ １１，９５２ → 公立病院のシェア（２）／（１） ＝ 約３２％

② 人工呼吸器等使用新型コロナ入院患者数（人） （令和３年１月６日時点）

（１） 総数 ・・・ ５６４

（２） （１）のうち公立 ・・・ ３１５ → 公立病院のシェア（２）／（１） ＝ 約５６％
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３ 国の医療政策の動向と公立病院の課題

○ 国においては、今後も人口減少や少子高齢化が続く中、各地域において将来の医療需要を見据えつつ、新興感染症等や大規模災害な
どの緊急事態が発生した際にも機動的・弾力的に対応できるよう、質が高く効率的で持続可能な医療提供体制を整備するため、地域医
療構想や地域包括ケアシステム、医師の働き方改革や偏在対策といった各種施策を一体的に推進している。

○ 地域医療構想については、都道府県が令和７年（2025 年）の医療需要と病床の必要量を推計し、その実現に向けた取組が進められ
ている。
令和３年12月10 日に開催された「第７回地域医療確保に関する国と地方の協議の場」においては、厚生労働省から、「地域医療構

想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるもの」との表明
がなされた。
これを踏まえ、新経済・財政再生計画 改革工程表2021（令和３年12 月23 日経済財政諮問会議決定）では、各都道府県における第

８次医療計画（令和６年度～令和11年度）の策定作業と併せて、令和４年度及び令和５年度において、「地域医療構想に係る各医療機
関の対応方針の策定や検証・見直しを求める」こととされたところであり、公立病院にもその対応が求められている。

○ 医師の働き方改革については、医師の時間外労働規制が令和６年度から開始される。医師の労働環境の改善は重要な課題であるが、
現在でも医師不足に直面している公立病院にとって、さらに厳しい状況となることが見込まれ、対策は喫緊の課題である。

○ 医師偏在対策については、都道府県が医師確保計画を策定し、医学部における地域枠等の設定・拡充を行うなど、令和18 年を目標
年として様々な取組が進められている。引き続き、国において構造的な対策を講じていくとともに、各都道府県においても、医師の偏
在解消に向けた取組が求められる。

○ 新興感染症等への対応については、第８次医療計画から「新興感染症等の感染拡大時における医療」が記載事項に追加されることも
踏まえ、公立病院においても、感染拡大時に備えた平時からの取組を進める必要がある。
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４ 公立病院経営強化の基本的な考え方（イメージ）

○ 公・民の適切な役割分担の下、地域において必要な医療提供体制を持続可能な形で確保
○ そのために、公立病院がへき地医療・不採算医療、高度・先進医療等の重要な役割を継続的に担うことができるよう経営を強化

＜供給側＞医師・看護師等の不足・偏在、働き方改革への対応 等
＜需要側＞新興感染症の感染拡大時等への対応

人口減少・少子高齢化に伴う医療需要の変化への対応 等

地域医療の主な課題

○ 医師確保等を進めつつ、限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的に活用するという視点を最も重視し、新興感染
症の感染拡大時等の対応という視点も持って、公立病院の経営を強化していくことが重要

公立病院経営強化の視点

○ 地域の中で各公立病院が担うべき役割・機能を改めて見直し、明確化・最適化した上で、
病院間の連携を強化する「機能分化・連携強化」を進めていくことが必要
○ 特に、中核的医療を行う基幹病院に急性期機能を集約し医師・看護師等を確保するとと
もに、基幹病院から不採算地区病院をはじめとする基幹病院以外の病院への医師・看護師
等の派遣等の連携を強化していくことが重要

①複数病院間の広域的な取組

地域全体で目指す姿

公立病院を取り巻く環境は、今後ますます厳しく
なることが見込まれ、経営強化の取組は急務

○ 地域医療構想や今般の新型コロナ対応の経験等を踏まえ、当該病院が担うべき役割・機能を改めて見直し、明確化・最適化した上で、
その役割・機能を継続的に発揮することが可能となるよう、経営強化のための様々な取組を総合的に進めていくことが必要

公立病院経営強化の主な手法

②個々の公立病院の取組
※公的病院、民間病院、診療所等との取組も重要

○ 上記の取組が進むよう、地域医療提供体制の確保に大きな役割・責任を有しており、医療資源が充実した基幹病院等を開設する都道府
県が、関係部局で連携し、必要な機能分化・連携強化の取組を積極的に助言・提案するなど、役割・責任を強化することが必要

③都道府県の役割・責任の強化

26



第２ 地方公共団体における
公立病院経営強化プランの策定
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第２ 地方公共団体における公立病院経営強化プランの策定

○ 病院事業を設置する地方公共団体は、経営強化プランを策定し、病院事業の経営強化に総合的に取り組むものとする。
○ 公立病院を巡る状況は、その立地条件や医療機能などにより様々であり、経営強化に係るプランの内容は一律のものとはなり得ない
ことから、各地方公共団体が、各々の地域と公立病院が置かれた実情を踏まえつつ、本ガイドラインを参考に経営強化プランを策定し、
これを主体的に実施することが期待される。
○ 経営強化プランは、「地域医療構想の進め方について」（令和４年３月24 日付け厚生労働省医政局長通知）により、当該公立病院の
地域医療構想に係る具体的対応方針として位置付けることとされていることも踏まえ、地域医療構想と整合的であることが求められる。

２ 経営強化プランの対象期間

３ 経営強化プランの内容

○ 地域に必要な医療提供体制を確保するためには、病院間の機能分化・連携強化、医師・看護師等の確保、働き方改革の推進等の公立
病院の経営強化のための取組が急務となっている。
○ 各都道府県において第８次医療計画の策定作業が進められ、その作業と併せて、令和４年度及び令和５年度において、地域医療構想
に係る各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを行うこととされているため、地域において各病院が担う役割・機能を早期に調
整・確定させていく必要がある。
○ 以上を踏まえ、令和４年度又は令和５年度中に策定するものとする。

※ 既に前ガイドラインに基づくプランの改定を行っている場合や地方独立行政法人が中期計画を策定している場合は、上記の期間中
に、本ガイドラインで要請している事項のうち不足している部分を追加又は別途策定することで足りる。

１ 経営強化プランの策定時期

○ 策定年度又はその次年度から令和９年度までの期間を標準とする。

※ プランの対象期間は５年間程度とすることを求めており、単年度計画などをもって代えることは適当でない。

○ 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、概ね次の各事項を記載するものとする。
(1) 役割・機能の最適化と連携の強化 (4) 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組
(2) 医師・看護師等の確保と働き方改革 (5) 施設・設備の最適化
(3) 経営形態の見直し (6) 経営の効率化等

※ プランの策定主体は、公立病院ではなく、当該病院を設置する地方公共団体である。
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１．基本的な考え方

今後、各都道府県において第８次医療計画（ 2024年度～ 2029年度）の策定作業が 202年度までかけて進められる際には、各地域

で記載事項追加（新興感染症等対応）等に向けた検討や病床の機能分化・連携に関する議論等を行っていただく必要があるため、そ

の作業と併せて、 2022年度及び 2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策定や

検証・見直しを行う。

その際、各都道府県においては、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により病床の機能分化・連携等の重要性が改めて認

識された ことを十分に考慮する。

また、2024 年度より医師の時間外労働の上限規制が適用され、 2035 年度末に暫定特例水準を解消することとされており、 各医療

機関において上限規制を遵守しながら、同時に地域の医療提供体制の維持・確保を行うためには、医療機関内の取組に加え、 各構

想区域における地域医療構想の実現に向けた 病床機能の分化・連携の取組 など 、 地域全体での質が高く効率的で持続可能な医

療提供体制の確保を図る 取組を進める ことが重要であることに十分留意する。

なお、 地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組

を進めるものである。

２．具体的な取組

「人口 100 万人以上の構想区域における公立・公的医療機関等の具体的対応方針の検証等について」（令和３年７月１日付け 医政

発 0701第 27号厚生労働省医政局長通知）２（３）において、「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等、地域医療構想の

実現に向けた今後の工程に関しては、新型コロナウイルス感染症への対応状況に配慮しつつ、各地域において地域医療構想調整会

議を主催する都道府県等とも協議を行いながら、厚生労働省において改めて整理の上、お示しすることとしている。」としていたことに

ついては、 2022年度及び2023年度において、公立・公的・民間医療機関における対応方針の策定や検証・見直しを行うこととする。

このうち公立病院については、病院事業を設置する地方公共団体は、2021年度末までに総務省において策定する予定の「持続可

能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を踏まえ、病院ごとに「公立病院経営強化プラン」を具体的

対応方針として策定した上で、地域医療構想調整会議において協議する。

また、民間医療機関を含め、議論の活性化を図るため、必要に応じて以下の観点も参照するとともに、重点支援区域の選定による

データ分析等の技術的支援なども併せて活用し、議論を行う。

「地域医療構想の進め方について」 （抄）
（令和４年３月２４日付け医政発第0324第６号 各都道府県知事宛て 厚生労働省医政局長通知）
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○ 公立病院は、地域における基幹的な公的医療機関として、地域医療の確保のため重要な役割を果たしているが、公立病院に期待される
主な役割・機能を具体的に例示すれば、
①山間へき地・離島など民間医療機関の立地が困難な過疎地域等における一般医療の提供
②救急・小児・周産期・災害・感染症・精神などの不採算・特殊部門に関わる医療の提供
③県立がんセンター、県立循環器病センター等地域の民間医療機関では限界のある高度・先進医療の提供
④研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能
などが挙げられる。
○ また、公立病院の中でも、他の病院が複数立地する人口密集地に所在し、役割・機能の分担が課題となっている場合もあれば、人口が
少ない中山間地に所在し、当該公立病院が唯一又は中心的な役割を果たしており、救急医療の維持や医師・看護師等の確保が深刻な課題
となっている場合もあるなど、状況は様々である。
○ したがって、立地条件等を踏まえつつ、以下のような観点から役割・機能の最適化と連携の強化について検討すべきである。

公立病院経営強化プランの記載事項 ①

(1) 役割・機能の最適化と連携の強化

● 各公立病院は、地域医療構想や今般の新型コロナ対応の経験などを踏まえて、地域において果たすべき役割・機能を改めて見直し、明
確化・最適化することが必要である。このため、地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能について記載する。
● その際、当該公立病院の将来の病床機能のあり方は、構想区域における病床の機能区分ごとの将来の必要病床数と整合性のとれた形で
なければならない。このため、地域医療構想における推計年である令和７年（2025年）及びプラン最終年度における機能ごとの病床数
や、病床機能の見直しを行う場合はその概要を記載する。
● また、精神医療についても、当該病院の果たすべき役割・機能に加え、プラン最終年度における病床数や、病床数等の見直しを行う場
合はその概要を記載する。

● 地域医療提供体制の確保と地域包括ケアシステムは密接に結びついていることを踏まえ、地域包括ケアシステムの構築に向けて当該公
立病院が果たすべき役割・機能について記載する。
● その際、介護保険事業との整合性を確保しつつ、在宅医療や住民の健康づくりに関する役割・機能を示す、病棟の一部を介護医療院に
転換するなど、病院の規模や特性等に応じた役割・機能の明確化・最適化について記載することが望ましい。

① 地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能

② 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能

○：考え方 ●：プラン記載事項 ※：留意事項
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公立病院経営強化プランの記載事項 ②

(1) 役割・機能の最適化と連携の強化

【機能分化・連携強化の目的】
○ 持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的に活用すること
が必要である。
○ そのためには、地域の中で各公立病院が担うべき役割や機能を改めて見直し、明確化・最適化した上で、病院間の連携を強化する
「機能分化・連携強化」を進めることが必要である。
特に、地域において中核的医療を行う基幹病院に急性期機能を集約して医師・看護師等を確保し、基幹病院以外の病院等は回復期

機能・初期救急等を担うなど、双方の間の役割分担を明確化するとともに、医師・看護師等の派遣などの連携を強化することが重要で
ある。
また、公立病院同士のみならず、公的病院、民間病院、診療所等との間も含め、必要な取組を検討すべきである。

【機能分化・連携強化に係る記載事項】
● 過疎地域等を含め、地域全体で持続可能な地域医療提供体制を確保するために必要な機能分化・連携強化の取組について検討し、
機能分化・連携強化が必要となる場合には、予定される取組の概要と当該公立病院が講じる具体的な措置について記載する。
● 特に、以下の公立病院については、地域の実情を踏まえつつ十分な検討を行い、必要な取組について記載する。

ｱ) 新設・建替等を予定する公立病院
ｲ) 病床利用率が特に低水準な公立病院（令和元年度まで過去３年間連続して70％未満）
ｳ) 経営強化プラン対象期間中に経常黒字化する数値目標の設定が著しく困難な公立病院
ｴ) 地域医療構想や今般の新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ、病院間の役割分担と連携強化を検討することが必要である
公立病院
ｵ) 医師・看護師等の不足により、必要な医療機能を維持していくことが困難な公立病院

● また、公立病院同士のみならず、公的病院、民間病院等との組合せや、地方自治法上の連携協約の締結、地域医療連携推進法人制
度の活用など経営統合以外の手法も含め、地域の実情に応じた最適な手法を検討し、記載することが望ましい。

③ 機能分化・連携強化

○：考え方 ●：プラン記載事項 ※：留意事項

※ 「機能分化・連携強化」は、前ガイドラインの「再編・ネットワーク化」と比べ、病院や経営主体の統合よりも、病院間の役割分担
と医師派遣等による連携強化に主眼を置いた概念であり、その変化に合わせて、病院事業債（特別分）の対象経費等を拡充している。

※ 上記ｱ)～ｵ)に該当する公立病院については、都道府県が特に積極的な助言や提案を行うことが期待される。 39



高松市民病院
（417床）

香川病院
（126床）

塩江病院
（87床）

急性期

高松市立みんなの病院
附属医療施設

（60床）

高松市立みんなの病院
（305床）

山間部唯一の医療機関として、
多様な病態の初期医療や慢性
期医療に対応し、高松市新病院
の後方医療も担う

がん・救急・災害・感染症・へき
地医療に重点的に取り組む

急性期

急性期

急性期機能を
新病院
に集約

急性期

慢性期
慢性期

慢性期
慢性期機能を
附属医療施設

に集約

＜連携強化の内容＞
 医師の相互派遣
 ICTを活用した医療情報システム

や物品管理情報システムの一
元化

 病態に応じた患者の転送等

連携強化

香川県高松市の取組

高松市民病院と香川病院を移転統合して「高松市立みんなの病院」を建設し、塩江病院をその附属医療施設とする再編
「高松市立みんなの病院」：高松市医療全体の最適化を目指すリーディングホスピタルとして地域の医療水準の向上を図る
「附属医療施設」：山間部唯一の医療機関として多様な病態の初期医療等に対応するとともに、「高松市立みんなの病院」の

後方支援病院と しての機能も担う

取組後（H30.9～）取組前

高松市立みんなの病院

高松市立
みんなの病院
附属医療施設
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機能分化・連携強化の事例① （同一市町村内の取組）

医師数： 計５３人（Ｈ２１） 医師数： 計５９人（Ｒ２）



つがる市成人病センター
（92床）

公立金木病院
（176床）

鰺ヶ沢町立中央病院
（140床）

小野市民病院
（220床）

三木市民病院
（323床）

北播磨総合医療センター
（450床）

＜取組による主な効果＞

・ 広域連合内の医師数が増加するととも
に、中核病院の診療科が充実。

医師数： ５０人（H23） → ６１人（H26）
診療科： １６→２１診療科

・ 関係医療機関において患者情報を共
有し、切れ目ない医療提供を実現。

＜取組による主な効果＞

・ 医師数が増加し、診療科が充実。
医師数： ６２人（H24）→８８人（H25）
診療科： ２１→３３診療科

・ 休止・縮小していた分娩や小児
救急を開始・拡充するなど、必要
とされる地域医療を確保。

つがる総合病院
（438床）

鶴田町立中央病院
（130床）

（つがる西北五広域連合）
つがる市民診療所

（無床）

（北播磨総合医療センター企業団）

かなぎ病院
（100床）

鶴田診療所
（無床）

五所川原市立西北中央病院
（416床）

鰺ヶ沢病院
（100床）

青森県西北五医療圏の取組

兵庫県三木市・小野市の取組

取組前 取組後（H26.4～）

取組後（H25.10～）取組前

41

機能分化・連携強化の事例② （複数の市町村間の取組）



酒田市酒田病院
（400床）

山形県立
日本海総合病院

（528床）

＜取組による主な効果＞

〈日本海総合病院〉
・ 酒田医療センターから診療科を移行して、

急性期病院として集約を図り、手術件数の
増加、平均在院日数の短縮を実現。

〈日本海酒田リハビリテーション病院〉
・ 療養病床への移行（７科→２科）、回復期リ

ハビリテーション機能の強化により、回復
期・慢性期に対応

・ ２病院間の役割分担と、人員配置の弾力
化により、医師数の増加等を実現。

医師数： 105人（H19） → 167人（Ｒ３）

日本海総合病院
（646床）

酒田医療センター（114床）

（H30.4～日本海酒田リハビリ
テーション病院）

（地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構（H20.4～））

（急性期） （回復期、慢性期）
役割分担

山形県・酒田市の取組

奈良県南和地域の取組

取組前

取組後（H20.4～）

（H30.４～）
酒田市立八幡病院
（46床）を無床診療
所化したほか酒田
市運営の５診療所
を同機構に統合

（H30.４～）
地域医療連携推進法人
制度を活用し、医師会、
歯科医師会、薬剤師会
等の参画を得て地域包
括ケアシステムのモデ
ル構築等に取り組む「日
本ヘルスケアネット」を
設立し連携強化
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機能分化・連携強化の事例③ （市町村と都道府県との取組）

南和広域医療企業団（１市３町８村及び県で構成）

吉野町国保吉野病院
（98床）

大淀町立大淀病院
（275床）

奈良県立五條病院（199床）

吉野病院
（96床）

取組前 取組後（H28.4～）

五條病院（71床）

南奈良総合医療センター
（232床）

応援、兼務等

急性期

回復期・慢性期

回復期・慢性期

急性期

急性期急性期

＜取組による主な効果＞

・新設した南奈良総合医療センターに急性期
機能を集約し、他の２病院の急性期機能を回
復期・慢性期に転換することで、切れ目のな
い医療提供体制を構築

・医師数： ４５人（H27） → ６６人（Ｒ３）

・南奈良総合医療センターから不採算地区病
院やへき地診療所への医師の応援・派遣を
強化

・ 救急搬送受入体制の強化や病床利用率の
向上等、医療機能の強化
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機能分化・連携強化の事例④ （市町村と公的病院等との取組）
都道府県名 団体名 再編前 再編後

渋川市
（平成22年度）
渋川市立渋川総合病院（154床）
国立病院機構西群馬病院（380床）

　　　（平成28年度）
　　　国立病院機構渋川総合センター（450床）

土岐市
瑞浪市

（令和元年度）
土岐市立総合病院（350床）
（厚生連）東濃厚生病院（270床）

　　　（令和７年度予定）
　　　（東濃中部病院事務組合）
　　　新病院（400床程度）
　　　※JA岐阜厚生連を指定管理者として運営予定

大台町
（平成25年度）
（厚生連）大台厚生病院（95床）
大台町立報徳病院（30床）

　　　（平成27年度）
　　　（厚生連）大台厚生病院（110床）
　　　　大台町立報徳診療所（無床）

守山市
（令和元年度）
守山市民病院（199床（うち、急性期111床））
（済生会）滋賀県病院（393床）

　　　（令和２年度）
　　　守山市民病院（199床（うち、急性期51床、回復期100床））

　　　（済生会）滋賀県病院（393床）

舞鶴市

（平成24年度）
国立病院機構舞鶴医療センター（339床）
国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院（320床）
（日赤）舞鶴赤十字病院（198床）
舞鶴市立舞鶴市民病院（198床）

　　　（平成27年度）
　　　国立病院機構舞鶴医療センター（280床）
　　　国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院（310床）
　　　（日赤）舞鶴赤十字病院（198床）
　　　舞鶴市立舞鶴市民病院（100床）

伊丹市
（令和元年度）
伊丹市立伊丹病院（414床）
公立学校共済組合近畿中央病院（445床）

　　　（令和7年度予定）
　　　伊丹市立伊丹総合医療センター（仮称）（602床）

広島県
広島市
安芸高田市
安芸太田町
北広島町

（令和元年度）
広島市立安佐市民病院（527床）
（厚生連）吉田総合病院（340床）
安芸太田町立安芸太田病院（149床）
北広島町立豊平病院（44床）

　　　（令和４年度予定）
　　　広島市立北部医療センター安佐市民病院（434床）
　　　安佐医師会病院（仮称）（102床）
　　　（厚生連）吉田総合病院（311床）
　　　安芸太田町立安芸太田病院（149床）
　　　北広島町立豊平診療所（無床）

群馬県

概要：渋川市立渋川総合病院と国立病院機構西群馬病院を統合・再編し、新た国立病院機構渋川総合医療センターを整備した。

岐阜県

概要：令和３年度に土岐市と瑞浪市で東濃中部病院事務組合を設立。土岐市立総合病院と瑞浪市に所在する東濃厚生病院（JA岐阜厚生連）の医療機
能を統合し、400床程度の新病院の整備を検討。統合までの間はJA岐阜厚生連を指定管理者として経営統合する予定である。

三重県

概要：大台町立報徳病院を診療所化し、病床を（厚生連）大台厚生病院に移行した。

概要：平成30年４月より守山市立守山市民病院は滋賀県済生会を指定管理者とし、令和２年度に近隣の３次救急指定病院である（済生会）滋賀県病
院等の高度急性期病院との機能分化を図り、圏域内に不足する回復期機能を担うため、守山市立守山市民病院にリハビリテーションセンター等を備
えた回復期機能を強化した。

広島県

概要：広島市立安佐市民病院の建替えに伴い、救命救急機能や高度専門医療の充実強化を図るとともに、新設する安佐医師会病院（仮称）に回復期
機能を集約させるなど、圏域の公立・公的病院の機能分化と連携（ネットワーク）を進める予定である。

京都府

概要：圏域内の４つの公的病院が有する特徴的な機能の充実・高度化を図り、互いの連携を強化していくとともに病床の見直しを行った。舞鶴市民
病院については（日赤）舞鶴赤十字病院の隣接地に移転し、連携を強化した。

兵庫県

概要：伊丹市立伊丹病院と公立学校共済組合近畿中央病院の２つの急性期医療を担う基幹病院を統合し、令和７年度に市を経営主体とする新病院を
整備し、圏域内で不足する高度急性期医療を提供できる医療提供体制を構築する予定である。
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機能分化・連携強化の事例⑤ （市町村と民間病院との取組）

都道府県名 団体名 再編前 再編後

米沢市

（令和元年度）
米沢市立病院（322床）
（一財）三友堂病院（187床）
（一財）三友堂リハビリテーションセンター(120床)

　　　（令和５年度予定）
　　　米沢市立病院（263床）
　　　（一財）三友堂病院（199床）

筑西市
桜川市

（平成28年度）
筑西市立筑西市民病院（173床）
県西総合病院（299床）
医療法人山王病院（79床）

　　　（平成30年度）
　　　（（地独）茨城県西部医療機構）※筑西市が設置
　　　茨城県西部メディカルセンター（250床）
　　　桜川市立さくらがわ地域医療センター（128床）
　　　※医療法人隆仁会（旧山王病院運営）が指定管理者として運営

泉大津市
（令和元年度）
泉大津市立病院（230床）
医療法人生長会・府中病院（380床）

　　　（令和６年度予定）
　　　新泉大津市立病院（仮称）（300床）
　　　市立小児・周産期センター（仮称）（82床）
　　　医療法人生長会・府中病院（167床）

加古川市
（平成21年度）
 加古川市立加古川市民病院（411床）
（株）神鋼加古川病院（198床）

神河町

（平成28年度）
神河町立公立神崎総合病院（155床）
宍粟市立公立宍粟総合病院（205床）
医療法人姫路聖マリア病院（354床）

　　　（令和元年度）
　　　神河町立公立神崎総合病院（140床）
　　　宍粟市立公立宍粟総合病院（205床）
　　　医療法人姫路聖マリア病院（354床）

川西市
（令和元年度）
川西市立市立川西病院（250床）
医療法人協和会協立病院（313床）

　　　（令和４年度予定）
　　　川西市立総合医療センター（405床）

玉野市
（令和元年度）
玉野市立玉野市民病院（199床）
（株）玉野三井病院（110床）

　　　　　　　　　　　（令和６年度予定）
　　　　　　　　　　　（（地独）玉野医療センター）
　　　　　　　　　　　　新病院（190床）

兵庫県

概要：川西市立市立川西病院と医療法人協和会協立病院について、令和４年度に新病院に統合・再編する予定である。なお、平成31年４月から、川西市立市立川西病院
は、医療法人協和会を指定管理者として運営している。

岡山県

概要：地域の医療連携の拠点として安定的かつ持続的な医療の提供を行っていくため、令和３年度に地方独立行政法人玉野医療センターを設立し、玉野市立玉野市民病院
（公立）と（株）玉野三井病院（民間）の経営を統合した上で、令和６年度に新病院を整備する予定である。

大阪府

概要：泉大津市立病院と社会医療法人生長会府中病院の高度急性期・急性期機能を統合した新市立病院を令和6年度中に開院（運営は指定管理）するとともに、現市立病院
は周産期医療と小児医療に、府中病院は回復期医療と地域包括ケアの機能にそれぞれ特化する予定である。また、これらの医療機関の機能統合、再編・ネットワーク化を
円滑に進めるとともに、再編後における緊密な連携強化を図るため、地域医療連携推進法人を令和３年度に設立予定である。

兵庫県

概要：平成23年度に加古川市立病院と神鋼加古川病院（株式会社立）との間で経営統合及び地方独立行政法人化。平成28年度に２病院を統合し、新病院を整備した。

概要：神河町立公立神崎総合病院、宍粟市立公立宍粟総合病院、姫路聖マリア病院の３つの病院における機能分担による病床削減、共同購入の実施、医師の相互派遣や医
療情報の共有などの連携を推進した。

山形県

概要：米沢市立病院と（一財）三友堂病院の機能分化・医療連携を推進するため、同一敷地内に一体的な建物として両病院を建設し、令和５年度に、同時開院する予定。
地域医療連携推進法人の枠組みの中で両病院の連携を進める予定である。米沢市立病院は、地方独立行政法人化も検討している。（一財）三友堂リハビリテーションセン
ターは、（一財）三友堂病院に集約化する予定である。

茨城県

概要：筑西市立筑西市民病院、筑西市と桜川市で構成する県西総合病院組合の県西総合病院、医療法人山王病院の３つの病院を統合・再編し、２つの新病院を設立して医
療機能を統合・再編した。

（平成23年度）

（令和３年度）

（（地独）玉野医療センター）

玉野市民病院（199床）

玉野三井病院（110床）

（平成23年度）

（（地独）加古川市民病院機構）

加古川西市民病院（405床）

加古川東市民病院（198床）

（平成28年度）

（（地独）加古川市民病院機構）

加古川中央病院（600床）



○ 公立病院が担う役割・機能を見直す場合には、病院事業を設置する地方公共団体が住民に対して丁寧な説明を行い、住民の理解を得
ながら進めるようにしなければならない。
● 地域医療提供体制を将来にわたって持続可能なものとするに当たって、当該病院の経営を強化するためには見直しが必要であること
を十分に説明することが求められることから、そうした住民の理解のための取組の概要を記載する。

○ 公立病院は、地方公営企業又は公営企業型地方独立行政法人として運営される以上、独立採算を原則とすべきであるが、
ｉ）その性質上、当該病院の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
ⅱ）当該病院の性質上、能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが

客観的に困難であると認められる経費
については、一般会計や設立団体等において負担するものとされている。

● ①・②で明らかにした当該公立病院の果たすべき役割・機能に対応する形で、一般会計等が負担すべき経費の範囲についての考え方
及びその算定基準（繰出基準）を記載する。

● 当該公立病院が、その果たすべき役割に沿った、質の高い医療機能を十分に発揮するとともに、地域において他の病院等との連携を
強化しているかを検証する観点から、以下の例示や公益社団法人全国自治体病院協議会が医療の質の評価・公表等推進事業により公表
する指標の例などを踏まえ、適切な数値目標を設定する。

1) 医療機能に係るもの 地域救急貢献率、手術件数、訪問診療・看護件数、リハビリ件数、地域分娩貢献率 など
2) 医療の質に係るもの 患者満足度、在宅復帰率、クリニカルパス使用率 など
3) 連携の強化等に係るもの 医師派遣等件数、紹介率・逆紹介率 など
4) その他 臨床研修医の受入件数、地域医療研修の受入件数、健康・医療相談件数 など

公立病院経営強化プランの記載事項 ③

(1) 役割・機能の最適化と連携の強化

⑥ 住民の理解のための取組

⑤ 一般会計負担の考え方

④ 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

※ （６）②に記載のとおり、本ガイドラインでは、一般会計等からの繰出し後の経常収支を対象期間中に黒字化する目標設定を求めて
いるため、これまで経常黒字化ができていない公立病院については、地方公営企業繰出金通知等を参考としつつ、一般会計等でどこま
で負担し、当該病院にどこまで「能率的な経営」を求めるのか、改めて検討する必要がある。

○：考え方 ●：プラン記載事項 ※：留意事項
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● 地方に関心を持つ医師を増やすことにも資する、臨床研修医、専攻医、地域枠医師等の若手医師の確保に取り組むことが重要である。
そのためには、研修プログラムの充実、指導医の確保、学会・大学（研究室）等への訪問機会の確保など、若手医師のスキルアップを図
るための環境整備にも注力すべきであり、そうした取組の概要を記載する。
※ 若手医師等が不在となる際に代替医師の派遣を受ける経費は、医師派遣等に係る特別交付税措置の対象となる。また、多施設合同カン
ファレンスを可能とするＩＣＴ環境の整備を機能分化・連携強化に併せて行う場合は、病院事業債（特別分）の対象となる。

● 臨床研修医が１ヶ月以上行う地域医療研修については、不採算地区病院等で実施することにより、地域医療の最前線を学ぶ機会となる
ことが期待されるとともに、地域の医師不足対策にも資することから、不採算地区病院等への派遣を積極的に記載することが望ましい。
※ 不採算地区病院をはじめとする中小規模の病院においては、地域医療研修に係る旅費（交通費・宿泊費等）を負担した場合、医師派遣
等に係る特別交付税措置の対象となるため、当該措置も活用し、その受入れを積極的に働きかけることが望ましい。

公立病院経営強化プランの記載事項 ④

● 国の医師偏在対策や都道府県の医師確保計画を踏まえ、地域医療支援センター等を通じた取組、医師・看護師等の派遣や派遣受入、職
員採用の柔軟化、勤務環境の整備などの取組を強化すべきであり、そうした取組の概要を記載する。

1) 基幹病院
地域において中核的医療を行う基幹病院は、高度・先進医療等を担うため、症例数が多く、指導医や医療設備等も充実しており、

比較的医師・看護師等を確保しやすい。
そのため、基幹病院は、今回拡充する地方財政措置も活用して、医師・看護師等を適切に確保した上で、医師・看護師等の不足に

直面する中小病院等に積極的に医師・看護師等を派遣することにより、地域全体で協力・連携して医療提供体制を確保していくことが
強く求められることから、そうした取組を記載することが望ましい。
また、同じ定住自立圏や連携中枢都市圏の中に中小規模の病院が所在する場合には、当該中小規模の病院と積極的に協力・連携し

て、圏域全体の医療提供体制を確保していくことが期待されることから、そうした取組を記載することが望ましい。

2) 不採算地区病院をはじめとする中小規模の病院
自ら医師・看護師等を確保するための最大限の努力をした上で、なお単独での確保が困難で医師・看護師等の派遣を受けることが

必要な場合には、役割・機能の明確化・最適化と派遣元病院との連携強化を図るとともに、派遣された医師・看護師等の受入れ環境を
整備することが重要であることから、そうした取組を記載することが望ましい。

(2) 医師・看護師等の確保と働き方改革

① 医師・看護師等の確保

② 臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保

○：考え方 ●：プラン記載事項 ※：留意事項

※ 医師・看護師等の確保が特に困難な公立病院については、機能分化・連携強化の必要性を含めて、都道府県が特に積極的な助言や提
案を行うことが期待される。
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公立病院経営強化プランの記載事項 ⑤

● 医師の時間外労働規制が開始される令和６年度に向け、適切な労務管理の推進、タスクシフト／シェアの推進、ＩＣＴの活用、地域の
医師会や診療所等との連携（例えば、夜勤等を地域の医師が輪番で担当）などにより、医師の時間外労働の縮減を図ることが必要である
ことから、そうした取組の概要を記載する。

● その際、看護師のほか、薬剤師、臨床検査技師、医療事務作業補助者等のコメディカルの確保・育成も、質の高い医療提供体制の確保
に加え、医師の負担軽減のためのタスクシフト／シェアの担い手の確保という観点からも重要である。これらの医療従事者が知識・技能
を習得するための研修等への参加等により不足となる期間に、他の病院等から医療従事者の派遣を受ける経費については、医師派遣等に
係る特別交付税措置の対象となるため、当該措置も活用し、積極的な研修派遣に取り組むとともに、管理者をはじめとする医療従事者全
体の意識改革・啓発に取り組むことが必要であることから、そうした取組を記載することが望ましい。

※ ＩＣＴの活用については、複数の病院による機能分化・連携強化に併せて、医師等の働き方改革に必要となる情報システム等の整備を
行う場合は、病院事業債（特別分）の対象となる。

※ 救急医療をはじめとする地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、都道府県による特例水準医療機関の指定を受けようとする場
合には、医師労働時間短縮計画の作成、当該計画に基づく取組と定期的な計画の見直し、特例水準適用者への追加的健康確保措置等を適
切に行う必要があることに留意すべきである。

③ 医師の働き方改革への対応

○：考え方 ●：プラン記載事項 ※：留意事項(2) 医師・看護師等の確保と働き方改革

※ 医師の時間外労働規制への対応においては、上記のほか、宿日直許可の取得が重要であるとされている。
厚生労働省のＨＰには、令和４年４月から、医療機関の宿日直許可申請に関する相談窓口が設けられており、医療機関向けの解説

資料も掲載されているので、参考にされたい（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24880.html）。

（参考）厚生労働省資料「医療機関における宿日直許可 ～申請の前に～」より抜粋
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■一部の診療科のみ、一部の職種のみ、一部の時間帯のみの許可を申請することもできます。
■申請をするかどうか迷った場合など、都道府県の医療勤務環境改善支援センターに相談することができます。
なお、相談時に得た情報は支援のために使用するものであり、取締り目的で使用されません。

■宿日直許可を得ずに行う宿日直は通常の労働時間として取扱う必要があります。
■許可を得た宿日直業務中に通常の労働が発生した場合には、労働時間として取扱うことが必要です。
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公立病院経営強化プランの記載事項 ⑥

● 当該病院の規模や置かれた環境といった地域の実情を踏まえ、経営の強化に向けた最適な経営形態を検討し、経営形態の見直しが必要
となる場合は、新経営形態への移行の概要（移行スケジュールを含む。）を記載する。
※ 既に経営形態の見直しを行った場合には、その成果を検証するとともに、更なる見直しの必要性について検討する。
※ 以下に該当する場合は、今般の経営強化プランの策定のタイミングを捉え、経営改善に資する経営形態の見直しについて、地域の実情
を踏まえつつ、十分な検討を行うべきである。
・医師等の不足により、必要な医療機能を維持していくことが困難な公立病院
・経営強化プラン対象期間中に経常黒字化する数値目標の設定が著しく困難な公立病院

(3) 経営形態の見直し ○：考え方 ●：プラン記載事項 ※：留意事項

※ 上記に該当する公立病院については、機能分化・連携強化の必要性を含めて、都道府県が特に積極的な助言や提案を行うことが期待
される。

＜参考＞令和２年度末時点の経営形態の見直し状況

■ 公立病院の経営形態（全体） ■ 公立病院の経営形態（病床規模別）
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※ 1) 地方独立行政法人化（非公務員型）
予算・財務・契約、職員定数・人事・給与などの面でより自律的・弾力的な経営が可能となり、権限と責任の明確化に資すること

が期待される。ただし、設立団体からの職員派遣は段階的に縮減を図る等、実質的な自律性の確保に配慮することが適当である。
これまで実際に地方独立行政法人化した病院において、医師・看護師等の確保等の面で高い効果を上げているケースが多いことや、

多くの国立病院も独立行政法人化し、医師・看護師等の確保に効果を上げていることから、医師・看護師等の確保や働き方改革にも
有効と考えられる。
また、柔軟な勤務制度や専門性を考慮した給与制度等を通じて人材を確保・育成しておくことや、職員定数・人事面での自律性を

活かした機動的な人員配置を可能とすることは、新興感染症の感染拡大時等において公立病院が役割を果たす上でも効果を発揮する
ものと考えられる。
現在一部事務組合方式により設置されている病院で、構成団体間の意見集約と事業体としての意思決定の迅速・的確性の確保に課

題を有している場合にも、地方独立行政法人方式への移行について積極的に検討すべきである。

※ 2) 地方公営企業法の全部適用
事業管理者に対し、人事・予算等に係る権限が付与され、より自律的な経営が可能となることが期待される。
ただし、比較的取り組みやすい反面、経営の自由度拡大の範囲は限定的であることから、所期の効果が達成されない場合には、地

方独立行政法人化など、更なる経営形態の見直しに向け直ちに取り組むことが適当である。

※ 3) 指定管理者制度の導入
民間の医療法人や公的医療機関等を指定管理者として指定することで、民間的な経営手法の導入が期待される。
本制度の導入が所期の効果を上げるためには、①適切な指定管理者の選定に特に配意すること、②提供する医療の内容、委託料の

水準等の諸条件について事前に十分に協議・確認しておくこと、③適正な管理が確保されるよう、事業報告書の徴取、実地の調査等
を通じて、管理の実態を把握し、必要な指示を行うこと、④医師・看護師等の理解を得ながら進めること等が求められる。

※ 4) 事業形態の見直し
地域において果たすべき役割・機能を改めて見直した結果、民間譲渡又は診療所、介護医療院、介護老人保健施設などへの転換が

より有効である場合には、当該見直しの概要を記載する。
民間譲渡に当たっては、当該病院が担っている不採算・特殊部門等の医療について、譲渡後相当期間の継続を求めるなど、地域医

療提供体制の確保の面から譲渡条件等について十分な協議が必要である。

公立病院経営強化プランの記載事項 ⑦

(3) 経営形態の見直し

経営形態の見直しに係る選択肢と留意事項

○：考え方 ●：プラン記載事項 ※：留意事項
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○ 経営形態別の経営状況（平成２６年度～令和２年度）

【参考】公立病院の経営形態別の経営状況等

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
一部適用 86.6 86.7 84.4 84.4 83.9 83.7 77.9
全部適用 88.2 87.7 86.1 86.1 86.2 86.1 81.4

地方独立行政法人 88.9 88.5 89.4 90.2 90.2 90.0 84.8
指定管理者 88.9 87.9 87.8 87.8 87.8 87.2 84.6

経常収支比率

単位：％

○ 経営形態の見直しにより効果があったと回答した病院の割合

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
一部適用 99.0 98.5 98.0 97.8 97.8 97.6 101.7
全部適用 99.1 98.8 97.8 98.1 98.4 97.8 102.0

地方独立行政法人 100.5 100.1 100.2 100.5 100.6 99.7 104.1
指定管理者 99.1 98.2 98.4 98.7 99.3 98.8 103.3

修正医業収支比率

※公立病院897病院に対して行った「新公立病院改革プラン等の取組状況調査」（令和３年３月末時点）における、経営形態の見直しを実施済みの病院の回答。 60



公立病院経営強化プランの記載事項 ⑧

○：考え方 ●：プラン記載事項 ※：留意事項

○ 公立病院は、上記(1)～(3)の取組に加え、第８次医療計画の記載事項として「新興感染症等の感染拡大時の医療」が盛り込まれること
も踏まえ、平時から、新興感染症等の感染拡大時の対応に必要な機能を備えておくことが必要となる。
● 具体的には、

・感染拡大時に活用しやすい病床や転用しやすいスペース等の整備
・感染拡大時における各医療機関の間での連携・役割分担の明確化
・感染拡大時を想定した専門人材の確保・育成
・感染防護具等の備蓄
・院内感染対策の徹底、クラスター発生時の対応方針の共有 等
を行っておく必要があることから、こうした取組の概要を記載する。

※ こうした平時からの取組は、小児・周産期・精神など、様々な診療科において必要となる。また、災害などの大規模な健康危機への対
応にも資するものと考えられる。

(4) 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

＜参考＞医療計画への具体的な記載項目のイメージ（厚生労働省資料より）
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令和４年３月４日

第７回第８次医療計画に
関する検討会 資料１
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令和４年３月４日

第７回第８次医療計画に
関する検討会 資料１
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公立病院経営強化プランの記載事項 ⑨

○ 各公立病院は、厳しい経営状況が続く中で、今後、人口減少や少子高齢化の急速な進展に伴い医療需要が変化していくことを踏まえ、
長期的な視点をもって、病院施設や設備の長寿命化や更新などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、投資
と財源の均衡を図ることが必要である。
● このため、経営強化プランの計画期間内における施設・設備に係る主な投資（病院施設に係る新設・建替・大規模改修、高額な医療機
器の導入等）について、長寿命化・平準化や当該病院の果たすべき役割・機能の観点から必要性や適正な規模等について十分に検討を
行った上で、その概要を記載する。その際、(6)④に述べる収支見通しにも、反映させることが必要である。
● 既存施設の長寿命化等の対策を適切に講じた上で、なお新設・建替等が必要となる場合には、地域医療構想等との整合性を図った当該
公立病院の役割・機能や規模等を記載する。
※ 引き続き建築単価の抑制を図るとともに、整備面積の精査等による整備費の抑制に取り組むべきである。その際、発注関係事務の一部
又は全部を民間に委託するＣＭ（Construction Management）方式 、設計段階から施工者が関与するＥＣＩ（Early Contractor 
Involvement）方式 、設計施工一括発注方式 などの設計段階等において民間事業者等の専門的な知見を活用する新たな手法の活用や、
整備費のみならず供用開始後の維持管理費の抑制を図る観点からＰＰＰ／ＰＦＩを活用することも考えられる。
※ 新興感染症等の感染拡大時に必要な施設・設備を予め整備する必要性についても、新設・建替等に当たっては特に検討が必要である。

(5) 施設・設備の最適化
① 施設・設備の適正管理と整備費の抑制

○：考え方 ●：プラン記載事項 ※：留意事項

※ 新設・建替等を予定している公立病院については、機能分化・連携強化の必要性、適切な規模、地域医療構想との整合性などを含め、
都道府県が特に積極的な助言や提案を行うことが期待される。

● 電子カルテ、マイナンバーカードの健康保険証利用（オンライン資格確認）、遠隔診療・オンライン診療、音声入力、その他各種情報
システム等を活用し、医療の質の向上、医療情報の連携、働き方改革の推進と病院経営の効率化を推進することが重要であることから、
そうした取組の概要を記載する。
● 特に、マイナンバーカードの健康保険証利用については、診療時における確実な本人確認と保険資格確認を可能とし、薬剤情報や特定
健診情報等を提供することにより、医療保険事務の効率化や患者の利便性向上に資するものである。公立病院においては、その利用促進
のため、患者への周知等に率先して取り組むことが求められることから、そうした取組の概要を記載する。
※ デジタル化に当たっては、近年、病院がサイバー攻撃の標的とされる事例が増加していることから、厚生労働省の「医療情報システム
の安全管理に関するガイドライン」等を踏まえ、情報セキュリティ対策を徹底するよう留意すべきである。
※ 必要に応じて、当該地方公共団体の情報政策担当部局に対して、技術的支援等の協力を求めることも検討すべきである。

② デジタル化への対応

※ 上記ガイドラインは、令和４年３月31日に第5.2版が策定され、「ランサムウェアによる攻撃への対応としてのバックアップのあり
方等の対策を示す」などの所要の改定が行われているので、適切に対応する必要がある。 64



【参考】 公立病院の新設・建替等における整備費の抑制手法について

65

通常の発注方式

事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式

コンストラクションマネージャー（CMR）が、技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計・
発注・施工の各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管理、コスト管理など
の各種のマネジメント業務の全部又は一部を行う方式。CMRが適切な助言・提案・資料作成等を実施する
ことで発注者を補完できる効果などが期待される。

発注者における体制確保を図る方式

設計段階から施工者が関与することで、発注時に詳細仕様の確定
が困難な事業に対応する方式。設計段階で種々の代替案の検討が可
能となる効果や、施工段階における施工性等の面からの設計変更発
生リスクの減少といった効果などが期待される。

構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を、施工と一括して発
注する方式。デザインビルド方式とも呼ばれる。施工者のノウハウ
を反映した現場条件に適した設計、施工者の固有技術を活用した合
理的な設計が可能となる効果や、設計と施工を分離して発注した場
合に比べて発注業務が軽減される効果などが期待される。

別途実施された設計に基づいて確定した工事の仕様により、その
施工のみを発注する方式。

公立病院における活用事例

※CM方式とECI方式等の契約方式は併用可能

ＣＭ方式

設計・施工一括発注方式

【図出典】国土交通省「公共工事の入札契約方式の適用
に関するガイドライン」（令和４年３月改正）

CM方式（通常発注方式） 島田市立総合医療センター（Ｒ３年開院）※国土交通省「CM方式活用事例集」掲載事例
CM方式・ECI方式の併用 下呂市立金山病院（Ｈ24年開院）、三豊市立みとよ市民病院（Ｒ４年開院予定）
設計・施工一括発注方式 松戸市立総合医療センター（Ｈ29年開院）、川西市立総合医療センター※CM方式併用（Ｒ４年開院予定）

ＥＣＩ方式



公立病院経営強化プランの記載事項 ⑩

○：考え方 ●：プラン記載事項 ※：留意事項

○ 経営の効率化は、地域の医療提供体制を確保し、良質な医療を継続的に提供していくためには、避けて通れないものであり、医療の質
の向上等による収入確保や医薬品費、医療材料費等の経費節減に積極的に取り組むことが重要である。
● 経営指標について、全国の公立病院、民間病院等の状況も参考にしつつ、原則として、個々の病院単位を基本として経営強化プラン対
象期間末時点における数値目標を定める。この場合、経常収支比率及び修正医業収支比率については、下記②に述べる点を踏まえて必ず
数値目標を設定するとともに、自らの経営上の課題を十分に分析し、以下の例示も踏まえ、課題解決の手段としてふさわしい数値目標を
定めることとする。
1) 収支改善に係るもの：経常収支比率、医業収支比率、修正医業収支比率、不良債務比率、資金不足比率、累積欠損金比率 など
2) 収入確保に係るもの：１日当たり入院・外来患者数、入院・外来患者１人１日当たり診療収入、医師（看護師）１人当たり入院・

外来診療収入、病床利用率、平均在院日数、ＤＰＣ機能評価係数など診療報酬に関する指標 など
3) 経費削減に係るもの：材料費・薬品費・委託費・職員給与費・減価償却費などの対修正医業収益比率、医薬材料費の一括購入によ

る○％削減、100床当たり職員数、後発医薬品の使用割合 など
4) 経営の安定性に係るもの：医師・看護師・その他医療従事者数、純資産の額、現金保有残高、企業債残高 など

(6) 経営の効率化等

① 経営指標に係る数値目標

○ 公立病院が、地域の医療提供体制の中で、適切に役割・機能を果たし良質な医療を提供していくためには、一般会計等から所定の繰出
が行われれば「経常黒字」となる水準を早期に達成し、これを維持することにより、持続可能な経営を実現する必要がある。
● このため、当該病院が担っている不採算医療等を提供する役割・機能を確保しつつ、対象期間中に経常黒字（経常収支比率が100％以
上）化する数値目標を定めるべきである。その上で、修正医業収支比率についても、所定の繰出が行われれば経常黒字が達成できる水準
となるように数値目標を定め、その達成に向け、本業である修正医業収支の改善に向けた取組を進めるべきである。
● 仮に対象期間中に経常黒字化する数値目標の設定が著しく困難な場合には、経常黒字化を目指す時期及びその道筋を記載する。

⇒ ⑴③の機能分化・連携強化及び⑶経営形態の見直しにおいて、特に十分な検討を行うよう求めている。

② 経常収支比率及び修正医業収支比率に係る目標

※ 前ガイドラインでは「医業収支比率」の目標設定を求めていたが、本ガイドラインでは、地方独立行政法人に対する運営費交付金等
が算入されず、本業の収支をより的確に把握可能な「修正医業収支比率」の目標設定を求めている。

※ 対象期間中に経常黒字化する数値目標の設定が著しく困難な公立病院については、機能分化・連携強化や経営形態の見直しの必要性
を含めて、都道府県が特に積極的な助言や提案を行うことが期待される。
なお、「著しく困難な場合」とは、機能分化・連携強化や経営形態の見直しを含め、効果が期待されるあらゆる対策に総合的に取り

組むこととした上で、なお対象期間中に経常黒字化する数値目標の設定が困難である場合を想定している。 66



500床以上病院
（R2：95病院うち黒字病院は71病院）

400床以上500床未満病院
（R2：77病院うち黒字病院は53病院）

300床以上400床未満病院
（R2：120病院うち黒字病院は76病院）

経常利益

経常損失 経常損失 経常損失

経常収支比率

H28 H29 H30 R1 R2 増減

99.8 100.1 100.0 99.2 102.8 3.6

経常利益 経常利益

（単位：％） （単位：％）（単位：％）

（単位：億円） （単位：億円） （単位：億円）

H28 H29 H30 R1 R2 増減

98.5 98.7 99.0 98.9 103.7 4.8

H28 H29 H30 R1 R2 増減

97.2 97.0 97.7 96.9 102.2 5.3

※建設中、想定企業会計の病院を除く

※経常収益/経常費用×100

修正医業収支比率 ※他会計負担金を除く医業収益/医業費用×100
（単位：％）

H28 H29 H30 R1 R2 増減

91.2 91.6 91.4 91.1 85.8 -5.3

H28 H29 H30 R1 R2 増減

88.2 88.9 88.8 89.0 83.6 -5.4

H28 H29 H30 R1 R2 増減

86.6 86.1 85.6 85.4 80.1 -5.3

（単位：％）
（単位：％）

公立病院の経常損益の状況 （300床以上） （地方独立行政法人を含む）
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200床以上300床未満病院
（R2：99病院のうち黒字病院は57病院）

100床以上200床未満病院
（R2：207病院のうち黒字病院は108病院）

100床未満病院
（R2：255病院のうち黒字病院は123病院）

経常利益

経常損失 経常損失 経常損失

経常収支比率

H28 H29 H30 R1 R2 増減

96.2 97.1 97.4 96.8 101.4 4.6

経常利益 経常利益

（単位：％） （単位：％）（単位：％）

（単位：億円） （単位：億円） （単位：億円）

H28 H29 H30 R1 R2 増減

96.6 96.5 96.9 96.6 100.4 3.8

H28 H29 H30 R1 R2 増減

98.1 97.6 97.1 97.5 100.1 2.6

※建設中、想定企業会計の病院を除く

※経常収益/経常費用×100

修正医業収支比率

H28 H29 H30 R1 R2 増減

81.2 81.1 80.6 80.3 74.6 -5.7

H28 H29 H30 R1 R2 増減

79.2 78.7 78.1 78.0 74.5 -3.5

※他会計負担金を除く医業収益/医業費用×100
（単位：％） （単位：％）

H28 H29 H30 R1 R2 増減

70.6 70.8 69.3 69.5 66.2 -3.3

（単位：％）

公立病院の経常損益の状況 （300床未満） （地方独立行政法人を含む）
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● 数値目標の達成に向けて、民間的経営手法の導入、事業規模・事業形態の見直し、収入増加・確保対策、経費削減・抑制対策などにつ
いて、具体的にどのような取組をどの時期に行うこととするかを記載する。
※ １）役割・機能に的確に対応した体制の整備

当該病院の役割・機能に対応した施設基準・人員配置となるよう体制整備（地域包括ケア病棟への転換、非稼働病床の廃止・機能
転換など）を行うとともに、当該役割・機能に対応する診療報酬を的確に取得することにより、経営の強化を図るべきである。その
際、全国自治体病院協議会等が提供しているデータベースも活用しながら規模・機能が類似する公立病院と診療報酬加算の取得状況
を比較することが有効である。
病院事業においては、単なる人件費の抑制・削減では収益改善につながらず、むしろ積極的に医師・看護師等を確保することで収

益改善につながるケースがあることにも留意すべきである。
※ 2) マネジメントや事務局体制の強化

病院マネジメントを強化するため、経営形態の見直し等と併せて、病院長をはじめとする幹部職員が病院事業の経営強化に強い意
識を持ち、経営感覚を有することが重要であり、そうした人材を登用（外部登用も含む。）すべきである。
また、当該病院の役割・機能に対応した診療報酬や補助金等の獲得、病床の効率的な使用、医療機器・材料・医薬品等の効率的な

調達等、事務職員の業務が経営に大きなインパクトを与えることを踏まえ、外部人材の活用、プロパー専門職員の採用、専門性を
もった職員を育成する研修や人事管理等の仕組みの構築等を通じ、事務局体制を強化することが重要である。
このほか、いわゆる「地域連携室」等の部門を積極的に強化して他の医療機関との連携を強化し、紹介患者の増加や転院先となる

後方支援病院の確保、医療情報の連携等を通じた医療の質の向上を図ることなども有効である。
※ 3) 外部アドバイザーの活用

中小規模の公立病院を含め、民間病院等の経営や診療報酬制度に精通した外部アドバイザー等の活用により、経営改善に成功した
事例が多くあることを踏まえ、そのような外部人材の活用についても、積極的に検討すべきである。その際、総務省と地方公共団体
金融機構の共同事業である経営・財務マネジメント強化事業や、公立病院医療提供体制確保支援事業を活用することも有効である。

公立病院経営強化プランの記載事項 ⑪

(6) 経営の効率化等

③ 目標達成に向けた具体的な取組

○：考え方 ●：プラン記載事項 ※：留意事項

● プランに記載した各種取組の実施を前提として、対象期間中の各年度の収支計画及び各年度における目標数値の見通し等を記載する
※ 収支計画は、診療報酬の改定等の経営環境の変化により影響を受けるため、プラン策定後においても、こうした状況変化を踏まえ必要
な見直しを行うことが適当である。

④ 経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画等

※ 新型コロナウイルス感染症の影響については、各団体・各病院における予算への反映方法等を踏まえて、各団体において適切に判断
していただきたい。なお、上記のとおり、プラン策定後においても、状況変化を踏まえた必要な見直しを行うことが適当である。 69



【参考】 新改革プランにおける経営効率化の取組例

取組内容
1 医師、看護師等の医療従事者の確保
2 患者サービスの向上
3 紹介率・逆紹介率の向上
4 診療報酬の請求漏れ・施設基準の届出漏れの点検
5 職員の経営意識向上のための会議・研修等の実施
6 委託業務の効率化
7 未収金の管理強化
8 医療機能・診療科の見直しによる診療報酬の確保・費用の適正化
9 競争入札の導入
10 施設・設備整備費等の抑制
11 薬剤、医療材料等の共同購入
12 長期契約の導入

○ 経営の効率化の数値目標達成に向けた取組例

※公立病院897病院に対して行った「新公立病院改革プラン等の取組状況調査」（令和３年３月末時点）において、令和元年度決算
が経常黒字の313病院のうち、３割以上の病院が選択した項目を取組病院が多い順に並べたもの（複数回答可）
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第３ 都道府県の役割・責任の強化
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第３ 都道府県の役割・責任の強化 ①

○ 都道府県は、医療法に基づき、地域医療構想や医師確保計画等を策定するとともに、これを実現するための措置（地域医療構想調整会
議の設置、協議が調わない場合の要請・指示・命令等、基金による財政支援等）を講じることができることとされており、持続可能な地
域医療提供体制を確保していく上で、大きな役割・責任を有している。
○ 市町村等が経営強化プランを策定するに当たり、策定段階から地域医療構想調整会議の意見を聴く機会を設けることなどを通じて地域
医療構想や医師確保計画等との整合性を確認するとともに、これまで以上に経営強化プランの内容について積極的に助言すべきである。
○ 特に、機能分化・連携強化の取組については、複数の市町村が関係する取組や、都道府県と市町村との取組、公的病院や民間病院等と
の取組も考えられることから、必要な機能分化・連携強化の取組が経営強化プランに盛り込まれるよう、積極的に助言すべきである。
○ 医師確保の取組は、医師確保計画や当該計画に基づく取組と密接に関連するものであることから、都道府県立病院等をはじめとする基
幹病院から不採算地区病院等への医師派遣の強化等を含め、医師確保計画の充実を図っていくことが重要である。

１ 市町村の経営強化プラン策定に当たっての助言

○ 病院施設の新設・建替等が一度行われれば、その後の医療需要等の経営環境の変化や病院機能の見直しに柔軟に対応することが困難に
なるケースも想定されることから、収支状況の点検に加え、地域の医療提供体制のあり方の観点からも、しっかりとした検討を行うこと
が必要である。
○ そのため、都道府県は、自らが設置する病院施設に加え、管内市町村等の病院施設の新設・建替等に当たっては、持続可能な地域医療
提供体制の確保の観点から、当該公立病院の役割・機能、必要な機能分化・連携強化の取組、適切な規模、医師・看護師等の確保方策、
収支見通し等について、地域医療構想等との整合性を含めて十分に検討し、積極的に助言すべきである。
○ その際、病床利用率が低水準な病院や、今後の人口減少が特に厳しいと見込まれる過疎地域等の病院にあっては、収支見通し等につい
て慎重な検討が必要であることから、都道府県が特に積極的に助言することが期待される。

２ 管内公立病院の施設の新設・建替等に当たっての助言

※ 「地域医療構想の進め方について」（令和４年３月24 日付け厚生労働省医政局長通知）においては、「公立病院については、病院事
業を設置する地方公共団体は、2021年度末までに総務省において策定する予定の『持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立
病院経営強化ガイドライン』を踏まえ、病院ごとに『公立病院経営強化プラン』を具体的対応方針として策定した上で、地域医療構想
調整会議において協議する。」とされている。
このため、経営強化プランのうち「役割・機能の最適化と連携の強化」などの地域医療構想に関わる部分については、策定後のみな

らず、策定段階から地域医療構想調整会議を活用して関係者の意見を聴くなど、丁寧な合意形成に努めるべきである。
※ 本ガイドラインにおいては、都道府県に対し、都道府県を含む各地方公共団体が策定した経営強化プランと、地域医療構想や医師確
保計画等との整合性を確認するよう求めており、当該確認がなされたプランに基づく取組に対して財政措置を講じることとしている。

※ 公立病院の新設・建替等については、これまで同様、地域医療構想との整合性に係る都道府県の意見に基づき適当と認められるもの
に係る病院事業債の元利償還金について地方交付税措置を講じることとしている。 72



○ 上記１から３までのような助言等を都道府県が適切かつ効果的に実施していくためには、市町村の行財政運営や公営企業の経営につい
て助言する立場にあり、市町村執行部とも意思疎通を図る機会の多い市町村担当部局と、医療政策担当部局や病院事業担当部局が連携・
協力して、市町村への助言や調整を行っていくことが重要である。

第３ 都道府県の役割・責任の強化 ②

○ 市町村の中小規模の病院の経営を強化する観点からは、都道府県立病院等（都道府県が参画する一部事務組合、広域連合又は地方独立
行政法人の病院を含む。以下同じ。）の果たす役割は大きい。こうした都道府県立病院等が、過疎地域や離島を含めた地域における医
師・看護師等の確保に重要な役割を果たしているケースとして、以下の事例がある。
1) 県立中央病院や県が参画する機能分化・連携強化により整備された基幹病院から過疎地域等の中小病院に医師を派遣する事例
2) 県と離島に所在する市町村とで組織する広域連合や一部事務組合が運営する病院を起点とし、離島の病院や町村立の診療所に医師

を派遣する事例
3) 県と市町村とで構成する地方独立行政法人が、地域医療連携推進法人制度も活用し、関係病院等間で医師・看護師等を相互に派遣

する事例
○ 今後、人口減少や医師・看護師等の不足により過疎地域等の病院経営がますます厳しくなる中で、持続可能な地域医療提供体制を確保
していくためには、こうした事例も参考にしつつ、比較的医療資源が充実し、経営基盤も安定した都道府県立病院等が、不採算地区病院
をはじめとする中小規模の公立病院・診療所との連携・支援を強化していくことが重要である。

３ 都道府県立病院等の役割

４ 都道府県庁内における部局間の連携

※ 都道府県の関係部局においては、以下を踏まえ、連携・協力して市町村への助言や調整を行っていくことが期待される。
・本ガイドライン（総務省自治財政局長通知）の宛先は、「各都道府県知事（各都道府県財政担当課、市町村担当課、都道府県立病院
担当課、医療政策担当課扱い）」としていること。

・厚生労働省から各都道府県知事宛てに発出された「地域医療構想の進め方について」（令和４年３月24 日付け同省医政局長通知）に
おいては、「2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証・見
直しを行う。」「公立病院については、（中略）病院ごとに『公立病院経営強化プラン』を具体的対応方針として策定した上で、地
域医療構想調整会議において協議する。」とされていること。
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※ 都道府県立病院等は、持続可能な地域医療提供体制を確保していく上で大きな役割・責任を有している都道府県が設置する病院であ
ることから、当該病院が属する地域全体の医療提供体制の確保や地域医療構想の実現のために、不採算地区病院をはじめとする中小規
模の公立病院との機能分化・連携強化や医師・看護師等の派遣などに積極的に取り組むことが期待される。
なお、その際には、今般拡充した財政措置（本ガイドライン第５(2)(3)及び財政通知に記載）の活用が可能である。



1）県立病院等の基幹病院から過疎地等の中小病院に医師を派遣する事例①【岩手県】

＜主な取組・効果＞
・県立病院等（基幹病院）から医師不
足が著しい地域の病院に医師を派遣す
ることで地域医療提供体制を維持・確
保

・派遣元病院と派遣先病院の地域連携
の推進が図られることにより、地域の
機能分化・連携強化に寄与

・急性期から慢性期まで幅広く診療に
従事することにより、応援医師の経験
値及び能力が向上

県立中央病院
（基幹病院）

県立病院
（地域病院）

県立病院
（地域病院）

市町村立病院等

県立病院
（基幹病院）

県立病院
（基幹病院）

医師派遣 医師派遣

急性期

主に慢性期

急性期 急性期

主に慢性期 主に慢性期主に慢性期

地域医療支援部（昭和62年～）
令和２年度医師派遣件数

県立病院 6,932件
市町村立病院等 1,339件

主な派遣元病院 主な派遣先病院（設立団体） 主な派遣診療科目 延派遣日数／月
県立中央病院 国保葛巻病院（葛巻町）

八幡平市立病院（八幡平市）
西和賀さわうち病院（西和賀町）
安代診療所（八幡平市）

小児科、血液内科、整形外科
内科、循環器内科、血液内科、神経内科
外科
内科

２５日／月
２５日／月
２日／月
２日／月

県立中部病院 西和賀さわうち病院（西和賀町）
金ケ崎診療所（金ケ崎町）
北上済生会病院（社会福祉法人）

内科
整形外科
循環器内科

１９日／月
５日／月
５日／月

県立胆沢病院 国保まごころ病院（奥州市）
衣川診療所（奥州市）
総合水沢病院（奥州市）

内科、外科
内科
内科

１０日／月
４日／月
４日／月

県立宮古病院 済生会岩泉病院（社会福祉法人） 内科 ６日／月

＜令和２年度派遣実績＞
市町村立病院等

県立病院への医師派遣

市町村立病院等への医師派遣

※上記以外の病院を含め、計８県立病院から市町村立病院等へ医師派遣を実施 74



1）県立病院等の基幹病院から過疎地等の中小病院に医師を派遣する事例②【青森県】

＜令和２年度派遣実績＞
派遣元病院 派遣先病院（設立団体） 派遣診療科目 延派遣日数／月

県立中央病院

三戸中央病院（三戸町） 総合診療科 ２日／月
平内中央病院（平内町） 内科、眼科、整形外科、もの忘れ外来 １２日／月
つがる総合病院
（つがる西北五広域連合）

救急外来、呼吸器内科 ７日／月

鰺ヶ沢病院
（つがる西北五広域連合）

内科 ５日／月

野辺地病院
（北部上北広域事務組合）

循環器科、脳神経外科 １０日／月

むつ総合病院
（一部事務組合下北医療センター）

リウマチ膠原病科、呼吸器内科、放射線科、皮
膚科、健診保健科、歯科口腔外科、病理部

１５日／月

＜主な取組・効果＞
・県立中央病院から医師不足が
著しい地域の自治体病院に医師
を派遣することで、地域医療提
供体制を維持・確保。

・県の基幹病院と地域の基幹病
院等との連携推進。

人口10万人対医療施設従事医師数
（平成28年医師・歯科医師・薬剤師調査）
※出典：青森県保健医療計画（平成30年4月策定）

二次保健医療圏 人口10万対医師数

津軽地域 ２９３．１人

八戸地域 １８３．０人

青森地域 ２１１．３人

西北五地域 １２２．９人

上十三地域 １２４．４人

下北地域 １４３．２人

（参考）全国平均 ２４０．１人
八戸地域

医師数が全国平均に達している地域

医師数が全国平均に達していない地域

医師数が全国平均の約半分の地域

八戸地域

下北地域

上十三地域

西北五地域

津軽地域

青森地域

県立中央病院

医師派遣
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1）県立病院等の基幹病院から過疎地等の中小病院に医師を派遣する事例③
【置賜広域病院企業団（山形県）】

＜再編の概要＞
・H7に県・２市２町において置賜広域病院
組合を設立し、圏域内の病院を再編。
・H12開院の新病院（公立置賜総合病院）
に急性期医療を集約し、２病院２診療所で
主に回復期・慢性期を担い機能分担。
・H29に置賜広域病院企業団に改組すると
ともに、公立置賜総合病院への精神病床の
統合などの病床再編を実施

＜主な取組・効果＞
・医療施設間でＩＴを利用し情報共有、機
能分化の促進と医師の派遣を強化
・総合病院では、医療機能及び教育研修機
能の強化を図り、医師数が増加
（医療施設合計：再編前H11医師数 54人

→R3医師数 108人）
（うち総合病院：開院時H12医師数 69人

→R3医師数 99人）

川西町立病院
（98床）

南陽市立総合病院
（251床）

置賜広域病院組合

→H29.4～置賜広域病院企業団

長井市立総合病院
（463床）

再編前 再編後（H12～）

公立置賜長井病院
（110床→H30.4～50床）

飯豊町中央診療
所

（無床）

公立置賜南陽病院
（50床）

飯豊町
国保診療所

（無床）

公立置賜
川西診療所

（無床）

派遣元病院 派遣先病院（設立団体） 派遣診療科目 延派遣日数／月

公立置賜総合病院

長井病院（企業団） 内科、人工透析、精神科、外科、整形外科、総合
診療科

８４日／月

南陽病院（企業団） 内科、消化器内科、循環器内科、整形外科、形成
外科、眼科、精神科、総合診療科

６６日／月

川西診療所（企業団） 内科、外科、整形外科 ６日／月

飯豊町国保診療所（飯豊町） 内科、総合診療科、内視鏡 ２５日／月
飯豊町国保診療所
附属中津川診療所（飯豊町）

内科 ５日／月

（H30.４～）
長井病院精神病床（60床）を
廃止し、総合病院に統合
（R1.7～）
総合病院で病床再編し、
一般病床24床を廃止

公立置賜総合病院
（520床→R1.7～496床）

＜令和２年度派遣実績＞

急性期

回復期・慢性期

回復期・慢性期
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（南和広域医療企業団）

吉野町国保吉野病院
（98床）

大淀町立大淀病院
（275床）

奈良県立五條病院（199床）

吉野病院
（96床）

再編前 再編後（H28.4～）

五條病院（71床）

南奈良総合医療センター
（232床）

1）県立病院等の基幹病院から過疎地等の中小病院に医師を派遣する事例④
【南和広域医療企業団（奈良県）】

＜再編の概要＞
・H28に県南和地域の３つの公立救急病院を
再編し、新設する南奈良総合医療センターに
急性期機能を集約し、吉野病院及び五條病院
の急性期機能を回復期・慢性期に転換した上
で、１市３町８村及び県で構成する南和広域
医療企業団に経営主体を統合。
・南奈良総合医療センターから不採算地区病
院やへき地診療所への医師の応援・派遣を強
化

＜主な取組・効果＞
・ 急性期から慢性期まで切れ目のない医療
提供体制を構築
・H27医師数45人→R3医師数66人に増加
・ 救急搬送受入体制の強化や病床利用率の
向上等、医療機能の強化
・ へき地診療所との連携強化（医療情報
ネットワークで結び、検査結果の相互利用等
に活用）
⇒３病院と９つのへき地診療所で電子カルテ
の共有を行うことで、救急医療時の患者情報
の把握等、最適な医療につなぐことができて
いる

派遣元病院 派遣先病院（設立団体） 派遣診療科目 延派遣日数／月
南奈良総合医療
センター

吉野病院（企業団）
五條病院（企業団）

内科、整形外科
内科、整形外科、皮膚科

１６日／月
５０日／月

五條市立大塔診療所（五條市）
野迫川村国保診療所（野迫川村）
十津川村国保上野地診療所（十津川村）
十津川村国保小原診療所（十津川村）
下北山村国保診療所（下北山村）
川上村国保川上診療所（川上村）ほか

内科
内科
整形外科
整形外科
内科
内科

１２日／月
１２日／月
１日／月
１日／月
１日／月
２日／月

応援、兼務等

看護師の長期・短期派遣
専門医の派遣
リハビリ等専門職の派遣

市町村立へき地診療所

市町村立へき地診療所

＜令和２年度派遣実績＞

急性期

回復期・慢性期

回復期・慢性期

急性期

急性期急性期
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2）県・離島市町村で構成する広域連合等の病院から離島病院等への医師派遣事例①
【長崎県病院企業団】

派遣元病院 派遣先病院（設立団体） 派遣診療科目 延派遣日数／月
五島中央病院 上五島病院

（企業団（以下同じ））
放射線科 １日／月

上五島病院 有川医療センター 整形外科、外科、総合診療科、総合外来、夜間診療 ２４日／月
奈良尾医療センター 整形外科、外科、総合診療科 ２１日／月

対馬病院 上五島病院 外科 １日／月
上対馬病院 耳鼻咽喉科、精神科、眼科、泌尿器科、内科、整形外

科、婦人科、外科、脳神経内科、小児科
２７日／月

＜再編の概要＞
・H21に県と長崎県離島医療圏組合（５市
１町）が「長崎県病院企業団」を設立。以
降、各離島地域毎の基幹病院に機能を集約
し、基幹病院から中小病院・診療所へ医師
派遣。
・H27に対馬いづはら病院と中対馬病院を
統合し、新たに対馬病院を整備

＜主な取組・効果＞
長崎県病院企業団の設立により、ガバナン
ス体制の強化と、一体的運営を推進
〈具体的取組〉
・医薬品の共同購入を実施
・基幹病院と附属診療所で電子カルテを共
有することにより、地域一体での診療を実
施
・離島の基幹病院にDPCを導入
・地域枠の拡充等により医師数は増加

H20.4 132名⇒R3.4  148名
・離島病院を対象とした修学資金貸与事業
・都市部の大規模病院と企業団で派遣協定
書を締結し、離島病院に看護師を派遣す
る事業による看護師確保
・認定看護師、診療看護師の育成

奈留医療センター
（19床）

奈良尾医療センター
（無床）

精神医療センター
（139床）

（長崎県病院企業団）

県立島原病院
（254床）

再編前 再編後（H27～）

長崎県離島医療圏
組合（計９病院）

五島中央病院
（304床）

離島の基幹病院（計３病院） 地域病院（２病院３診療所）

医師派遣

島原病院
（254床）

上五島病院
（186床）

対馬病院
（275床）

（H27対馬いづはら病院と
中対馬病院で統合）

富江病院
（55床）

有川医療センター
（無床）

上対馬病院
（60床）

県立
精神医療センター

（141床）

＜令和２年度派遣実績＞

五島中央病院
（304床）

上五島病院
（186床）

対馬いづはら病院
（199床）

中対馬病院
（139床）

上対馬病院
（84床）

富江病院
（55床）

奈留病院
（54床）

有川病院
（50床）

奈良尾病院
（60床）
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2）県・離島市町村で構成する広域連合等の病院から離島病院等への医師派遣事例②
【隠岐広域連合（島根県）】

＜再編の概要＞
・H11に県と隠岐の島町、海士町、西ノ
島町、知夫村で構成する隠岐広域連合を
設立し、隠岐病院と島前診療所（H13に
病院化）の経営主体を統合するとともに、
県が新たに病院運営に参画

＜主な取組・効果＞
島根県立中央病院から隠岐病院へ医師を
派遣し、隠岐病院から病院・診療所等へ
医師を派遣
①島根県立中央病院→隠岐病院
・隠岐病院の医師数の増加（H11医師数
18人→R3医師数22人）により、医師の
負担軽減にもつながる弾力的な診療体制
を確立
・外科派遣に伴う手術件数の増加、高難
度手術へのサポート体制の確立、手術か
ら入院、退院までの島内完結型医療提供
の実現
②隠岐病院⇔隠岐島前病院（相互派遣）
・領域別専門診療科の確保(産婦人科、
整形外科、神経内科)
③隠岐病院→町立診療所(島後地区)
・へき地小規模診療所の医師確保、医師
の学会・研修会への機会確保
・患者の紹介、逆紹介の推進
・隠岐病院設置の高度医療機器(CT、
MRI等)の共同利用、各種検査受託の推
進
④隠岐島前病院→町立診療所(島前地区)
・へき地小規模診療所の医師確保、医師
の学会・研修会への参加機会確保

派遣元病院 派遣先病院（設立団体） 派遣診療科目 延派遣日数／月
①島根県立中央病院 隠岐病院（広域連合） 外科、総合診療科 ６日／月
②隠岐病院
隠岐島前病院

隠岐島前病院（広域連合）
隠岐病院（広域連合）

産婦人科、整形外科
神経内科

３日／月
２日／月

③隠岐病院
五箇診療所（隠岐の島町）
中村歯科診療所（隠岐の島町）
都万歯科診療所（隠岐の島町）
五箇歯科診療所（隠岐の島町）

総合診療科
歯科口腔外科
歯科口腔外科
歯科口腔外科

２２日／月
５日／月

１０日／月
１４日／月

④隠岐島前病院
浦郷診療所（西ノ島町）
三度診療所（西ノ島町）
知夫診療所（知夫村）

総合診療科
総合診療科
総合診療科

１２日／月
４日／月
８日／月

隠岐病院（115床）

隠岐島前病院（44床）
（H13診療所→病院化）

③医師派遣

④医師派遣

②医師派遣

島根県と隠岐の島町・海士町・西ノ島町・知夫村とで
広域連合を設置。

町立診療所
（島後地区）

島根県立中央病院
（568床）

①医師派遣

町村立診療所
（島前地区）

再編後（H11～）

（隠岐広域連合）

＜令和２年度派遣実績＞

（島後地区）

（島前地区）

再編前

隠岐病院（154床）
（島後町村組合立）

町村立診療所
（旧：西郷町・五箇村・都万村・布施村・中村）

※町村合併により「隠岐の島町」となる。

基本的に各町村や組合が各々に医師を招聘し診療体制を構築

島前診療所（18床）
（島前町村組合立）

町村立診療所
（西ノ島町・海士町・知夫村）

医師派遣

島根県立中央病院
隠岐病院からの
医師派遣無し

79



酒田市立酒田病院
（400床）

山形県立
日本海病院

（528床）

＜再編の概要＞
・H20に県立病院と市立病院が統合して
地方独立行政法人山形県・酒田市病院機
構を設立。日本海総合病院で急性期、酒
田医療センターで回復期・慢性期を担当
し役割分担。
・H30に地独法を含めた地域医療連携推
進法人を設立。

＜主な取組・効果＞
〈日本海総合病院〉
・ 酒田医療センターから診療科を移行し
て、急性期病院として集約を図り、手術
件数の増加、平均在院日数の短縮を実現。

〈日本海酒田リハビリテーション病院〉
・ 療養病床への移行（７科→２科）、回
復期リハビリテーション機能の強化によ
り、回復期・慢性期に対応
・ ２病院間の役割分担と、人員配置の弾
力化により、医師数の増加（105名
（H19）→167名（R3））等を実現。
・ 日本海ヘルスケアネットの人事交流事
業により、①派遣先では増員による新た
な施設基準の取得、②過重な勤務シフト
の緩和、③経験の異なる職員と仕事する
ことによるスキルアップ 等の効果

再編前

（地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構（H20.4～））

日本海総合病院
（646床）

酒田医療センター（114床）

（H30.4～日本海酒田
リハビリテーション病院）

役割分担

再編後

（H30.４～）
酒田市立八幡病院（46床）
を無床診療所化したほか
酒田市運営の５診療所を
同機構に統合

（H30.４～）

地域医療連携推進法人「日本海ヘルスケアネット」

3)地域医療連携推進法人制度を活用した連携強化事例 【山形県・酒田市病院機構】

派遣元 派遣先（設立団体） 職種 派遣診療科目等 延派遣日数／月

日本海総合病院
本間病院（医療法人）

医師 内科、整形外科、宿日直 １３日／月
看護師 透析室、訪問看護 ６１日／月

宏友会（医療法人） 看護師 診療所、老健 ６５日／月
本間病院 日本海総合病院(地独法山形酒田) 医師 外科、循環器内科 ２２日／月
酒田地区医師会 日本海酒田リハ病院（地独法山形酒田） 医師 宿日直 １３日／月
宏友会 八幡クリニック（地独法山形酒田） 看護師 訪問看護 ２２日／月

＜令和２年度派遣実績＞

①人事交流
②地域フォーミュラリ

薬剤の有効性、安全性、経済性を検討し、
地域での推奨薬を選定 等

③診療機能の重点、集約化

健友会 本間病院

酒田地区薬剤師会

酒田地区医師会

酒田地区歯科医師会山容会 山容病院

宏友会 上田診療所 社会福祉法人
（光風会、かたばみ会、正覚会）

急性期
回復期・慢性期

80



第４ 経営強化プランの策定・点検・評価・公表
第５ 財政措置
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第４ 経営強化プランの策定・点検・評価・公表

○ 関係地方公共団体は、上記２の点検・評価等の結果、経営強化プランに掲げた数値目標の達成が著しく困難である場合や、経営強化プ
ラン策定後に第８次医療計画の策定や地域医療構想の改定等により地域医療構想等と齟齬が生じた場合などには、抜本的な見直しを含め
経営強化プランの改定を速やかに行うべきである。

○ 経営強化プランは、病院事業担当部局のみではなく、一般会計の企画・財政担当部局や医療政策担当部局を含め、地方公共団体全体を
通じて関係部局が連携して策定することが望ましい。また、当事者である病院職員はもとより、関係する他の地方公共団体、医師派遣元
の大学や病院等、連携関係にある医療機関や地域の医師会等の関係者との意見交換を丁寧に行うとともに、その他の学識経験者や専門家
等の知見も活用することが望ましい。
○ 経営強化プラン策定後に議会、住民の理解を得るだけでなく、策定の各段階においても適宜、適切な説明を行い、十分な理解を得るよ
うに努めるべきである。
○ 策定した経営強化プランは、病院職員や関係部局をはじめ、地方公共団体内部での情報や方針の共有を徹底すべきである。あわせて、
速やかに公表し、住民に対して周知するものとする。

１ 策定プロセス

○ 関係地方公共団体は、経営強化プランの実施状況について概ね年１回以上点検・評価を行い、その結果を公表するものとする。評価の
過程においては、例えば有識者や地域住民等の参加を得て設置した委員会等に諮問するなどにより、評価の客観性を確保する必要がある。
○ この場合、この委員会等においては単に財務内容の改善に係る数値目標の達成状況のみならず、例えば、当該病院の医師・看護師等の
参加を求めて、公立病院として期待される役割・機能の発揮の状況等についても併せて評価、検証することが望ましい。

２ 経営強化プランの点検・評価・公表

○ 関係地方公共団体は、前項の点検・評価・公表に際し、立地条件や病床規模が類似した他の公立病院や民間病院等における状況等を併
せて明らかにするなど、当該公立病院の現状について住民が理解・評価しやすいよう、積極的な情報開示に努めるものとする。また、前
項の有識者等による委員会等の審議状況などについても報道機関に積極的に公開するなど、住民の関心をできる限り高める工夫を凝らす
ことが必要である。

３ 積極的な情報開示

４ 経営強化プランの改定

○ 総務省は関係地方公共団体の協力を得て、経営強化プランの策定状況及び実施状況を概ね年１回以上全国調査し、その結果を公表する。
５ 総務省における取組

82



第５ 財政措置

○ 令和４年度及び令和５年度における経営強化プランの策定並びにその後の実施状況の点検・評価等に要する経費を地方交付税により措
置する。

１ 経営強化プランの策定等に係る措置

○ 公立病院の機能分化・連携強化に伴う施設・設備の整備等に要する経費について、病院事業債（特別分）を充当することとし、その対
象経費等を以下のとおり拡充する。
① 病院の整備費全体を対象経費とする要件の見直し

複数の病院を統合する場合のほか、複数病院の相互の医療機能を見直す場合で、かつ、基幹病院が医師派遣の増加等の支援を強化し、
救急医療等の地域において必要とされる不採算地区病院の機能を維持する場合（経営主体を統合する場合には統合に係る協定書等、経
営主体の統合を伴わない場合には連携協約等において、その旨が明示される場合に限る。）に、新たな基幹病院の整備費全体を対象経
費とする。

② システム関係の対象経費の拡充
経営統合に伴うシステム統合をする場合のほか、関係病院等間の医療情報の共有や医師等の働き方改革に必要となる情報システム等
の整備費を対象経費に追加する。

※ なお、新改革ガイドラインに基づく再編・ネットワーク化に係る施設・設備の整備等の継続分については、従前の例によるが、要件に
該当する場合には新たな財政措置に移行することも可能とする。

２ 機能分化・連携強化に伴う施設・設備の整備等に係る措置

○ 医師派遣等に係る特別交付税措置については、看護師等医療従事者の派遣や、診療所への派遣を対象に追加し、派遣元に対する措置を
拡充する。

３ 医師派遣等に係る措置

○ 関係地方公共団体における公立病院の経営強化が円滑に進められるよう、都道府県が地域医療構想等との整合性を確認した経営強化プ
ランに基づく取組を実施することに伴い必要となる経費（原則として令和４年度から令和９年度までの間に生じるものを対象とする）に
ついて、次のとおり財政上の措置を講じることとする。
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経営強化プラン策定状況等の
調査・ヒアリングについて
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「公立病院経営強化プラン」策定状況等の調査・ヒアリング等について

１．策定状況等調査

２．都道府県ヒアリング
・第１回調査結果を踏まえた市町村に対する助言方針や取組方針について、8月から9月頃を目途に、ヒアリングを実施予定。
※原則としてオンラインで実施予定。

３．Q＆A作成
・地方公共団体からの問合せが多い事項等に関するQ＆Aを作成し、その後も適宜更新を行う。

①主な調査内容
＜病院事業を設置する地方公共団体向け＞

・プランの策定方式、策定予定時期、作業着手の有無、検討体制、検討状況
・機能分化・連携強化、経営形態の見直しの検討が特に必要な病院における
取組予定、検討状況

・基幹病院、都道府県立病院等における中小病院等への医師派遣等の連携・
支援の取組予定、検討状況

＜都道府県向け＞
・関係部局の連携体制
・市町村のプラン策定に当たっての助言方針
・管内公立病院の新設・建替等に当たっての助言方針
・都道府県立病院等と不採算地区病院等との連携強化に対する取組方針

②実施時期
四半期ごとに実施予定（第１回調査は、６月末回答締切り予定）

③結果の取扱い

ｱ) 新設・建替等を予定する公立病院
ｲ) 病床利用率が特に低水準な公立病院（令和元
年度まで過去３年間連続して70％未満）
ｳ) 経営強化プラン対象期間中に経常黒字化する
数値目標の設定が著しく困難な公立病院
ｴ) 地域医療構想や今般の新型コロナウイルス感
染症対応を踏まえ、病院間の役割分担と連携強
化を検討することが必要である公立病院
ｵ) 医師・看護師等の不足により、必要な医療機
能を維持していくことが困難な公立病院

個別団体の回答は公表しない。ただし、都道府県ごとの集計結果等の公表はありうる。

※これらの要件への該当の有無については、
都道府県の意見を確認する。
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